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本約款は、 株式会社セレス 流速計試験所（以下「当試験所」)が、申込者から受託する「流速

計試験」、「設備使用」、「流速計試験成績書発行」（以下「試験業務」）に関する基本的な合意事項

について定めるものです。 

 

（定義） 

第 1 条 本約款において、申込者とは、当試験所に対し試験業務の申込みを行う法人または個人

を指します。 

 

（試験業務の申込み） 

第 2 条 試験業務を依頼しようとする申込者は、原則として当試験所が指定する申込書に記名押

印の上、当試験所に提出するものとします。 

 

（利用資格） 

第 3 条 試験業務の申込みは日本の法務局に登記されている法人、または日本居住者（日本に居

住する日本国籍者、日本に６ケ月以上継続して居住する日本国籍以外のもの（外為法第 25 条第

1 項））に認めるものとします。 

２ 前項に定める以外の者であっても当試験所が必要と認める者については、試験業務を利用で

きるものとします。 

３ 第 1 項に該当するものであっても、東京都暴力団排除条例（平成 23 年東京都条例第 54 号）

に該当する暴力団員等である者、総会屋、社会運動・政治活動標ぼうゴロまたは特殊知能暴力

集団等、その他これらに準ずる反社会勢力等に該当する者からの申込書が提出された場合、受

理しないものとします。 

４ 申込者は当試験所の要請があった時には、第 1 項または第２項に該当することを確認できる

定款等の書類を速やかに提出するものとします。 

５ 申込者と成績書申請者が異なる場合、申込者は申請者が第３項に該当しないことを確認の上、

申込書を提出するものとします。 

 

（試験業務依頼の拒否） 

第 4 条 当試験所は、申込者が下記の事項のいずれか１つにでも該当することが判明した場合は、

試験業務の申込みを受理しないことができるものとします。また、その事由について、当試験

所は一切の開示義務を負わないものとします。 

（１）申込者が申込みに際して、故意過失の有無にかかわらず他人名義や架空名義の利用、虚偽

記載、誤記など事実と異なる記載がある場合 

（２）申込者の申込み目的等が国内法令等に抵触する恐れがある場合 
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（３）当試験所に支払うべき利用料金を申込者が滞納しているとき、または過去に料金の支払い

を滞納したことがある場合 

（４）当試験所所長が申込者からの試験業務の受諾を不適切または不可能と判断した場合 

 

（業務の停止） 

第 5 条 当試験所は、天災地変、試験装置の故障、その他やむを得ない事由がある場合において、

試験業務を制限または停止することがあります。 

２．前項の場合、当試験所は申込者に対し試験業務と試験成績書発行の延期を求め、または試験

業務依頼の解除を求めることができるものとします。 

 

（試験装置、試験の適合） 

第 6 条 当試験所の試験装置および試験方法は、「発電水力流量測定規則の解釈について」（平成

11 年 4 月 1 日 11 資公部第 101 号）に定められている内容に適合する装置および方法を用いま

す。また、試験精度を維持するための試験装置の整備、水槽用水の管理、試験従事者の教育等

に万全を期します。 

 

（流速計の試験） 

第 7 条 発電水力流量調査用（経済産業省）の各種流速計の校正試験を行います。 

２．河川流量調査用（国土交通省）の各種流速計の校正試験を行います。 

３．上記以外の一般調査用の各種流速計の校正試験を行います。 

４．本試験においては、試験データを厳密に評価して試験成績書を作成し発行します。 

 

（試験の予約、流速計等の搬入） 

第 8 条 試験業務を円滑に実施するため、申込者は事前に試験予約をするものとします。流速計

は試験予定日より前に試験申込書〔様式１〕を添えて当試験所に搬入するものとします。やむ

を得ぬ場合は自己責任において送付も可としますが、往復分の送料（途中の保険を含む）は申

込者負担とします。 

２．第 7 条以外の試験設備の使用は電話等で予約後、試験予定日より前に設備使用申込書〔様式

２〕を提出するものとします。 

 

（試験の実施） 

第 9 条 試験は試験予定日に実施することとします。ただし、やむを得ず実施できない場合等、

当試験所の都合により試験予定日を変更する場合があります。 

２．流速計の種類等によっては、当試験所で試験ができない場合があります。また、試験に適合

する出力形式とするための補助回路などを用意していただくことがあります。 
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３．試験は、メーカー仕様の適用範囲内を原則とし、申込書に記載された希望適用範囲をもとに、

15 段階の試験速度〔別紙１〕を設定して実施します。 

 

（試験データの処理） 

第 10 条 パルス出力形式の回転翼式流速計については、各試験速度において流速計の回転数を

記録します。他の種類の流速計については、出力形式に応じて流速値または電圧・電流値を記

録します。 

２．適用判定基準は以下の通りです。 

（１）発電水力流量調査用の流速計については、試験速度が 0.1ｍ/ｓ未満では誤差 2.5％以下、

試験速度が 0.1ｍ/ｓ以上では誤差 1.5％以下の条件を満足する試験点が連続して 10 点以上で

あるときに係数が確定するものとし、その連続する試験速度の範囲を適用範囲とします。 

（２）河川流量調査用の流速計については、誤差 5.0％以下の条件を満足する試験点が連続して

10 点以上であるとき、その連続する試験速度の範囲を適用範囲とします。 

３．パルス出力回転翼式流速計の係数の算定は、試験データ処理の適用判定基準〔別紙２〕に定

めます。 

 

（試験成績書発行） 

第 11 条 試験成績書の様式は、「流速計試験成績書の分類」の〔別紙 3〕の通りとし、発電水力

流量調査用（経済産業省）にて係数を確定する流速計については、回転式は〔発電１〕、流速表

示式は〔発電２〕の流速計試験成績書を発行します（誤差表示）。 

２．河川流量調査用（国土交通省）の流速計で係数を確定するものについては、回転式は〔河川

１〕、流速表示式は〔河川３〕の試験成績書を発行します（誤差表示）。流速表示式の流速計に

て、係数を必要としないものについては〔河川２〕の試験成績書を発行します（器差表示）。 

３．流速表示式の流速計で、係数と適用範囲を必要としないものについては〔一般１〕の試験成

績書を発行します（器差表示）。 

４．発電水力流量調査用、河川流量調査用については、第 10 条２項に示す適用判定基準を満足す

る場合にはその適用範囲を試験成績書に明記します。基準を満足しない場合には、「不適合」で

あることを明記し、適用範囲は記載しません。  

５．試験成績書の再発行が必要な場合は、試験成績書再発行申込書〔様式３〕に必要事項を記入

し、郵送またはＦＡＸで提出するものとします。 

 

（試験完了、流速計の搬出） 

第 12 条 当試験所から試験完了の連絡を受けた申込者は、速やかに流速計を搬出するものとし

ます。 
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（試験料金等） 

第 13 条 当試験所が請求する料金は、請求書に記載された合計金額とします。なお、試験料金等

については、別途流速計試験料金表に定めます。 

２．流速計試験料金表記載の料金に消費税は含まれていません。消費税額は、請求書作成時点で

定められている税率を別途付加します。 

３．当試験所が発行した試験料金等の見積書の有効期間内に料金改定があった場合には、改めて

試験料金等を算定するものとします。 

４．試験業務料金の支払いは、請求書に記載された当試験所指定銀行の口座に振込みとし、支払

期限は請求書発行月の翌月 20 日までとします。銀行振込手数料は振込者負担とします。 

５．料金改定日は４月１日もしくは 10 月１日からとし、料金改定日の３ヶ月前までに、当試験所

ホームページにて告示します。 

 

（流速計・試験設備の破損等） 

第 14 条 試験のために搬入された流速計を当試験所内で取り扱い中に万が一破損させた場合ま

たは紛失した場合は、相当額または修理費用を賠償します。ただし、配送中においては申込者

の自己責任とし、当試験所はその損害を賠償しません。 

２．第８条２項の試験設備の使用において万が一当試験所の設備及び機材等を破損及び紛失させ

た場合は、申込者がその相当額または修理費を賠償するものとします。 

 

（結果の利用） 

第 15 条 当試験所が発行した流速計試験成績書を利用することにより生じた損害、また改ざん

等及び不正な利用により発生した損害については、当試験所は一切の責任を負わないものとし

ます。 

２．当試験所が発行した流速計試験成績書において、不正な利用により当試験所が損害を受けた

場合は、申込者に相当額または修理費を請求できるものとします。 

 

（禁止事項） 

第 16 条 流速計試験成績書の有効期限は試験日より 1 年間とします。有効期限が切れた成績書

は利用できません。 

２．当試験所が発行した流速計試験成績書を無断で複製することはできません。また、その試験

成績書を悪用することや売買するような不正な利用はできません。 

 

（機密情報の取り扱い） 

第 17 条 当試験所の試験業務に関して知り得た申込者の情報、技術上の情報並びに試験業務の

結果情報について、申込者の事前同意なしにこれらを当該試験業務以外の目的に使用せず、か
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つ第三者に開示または漏洩をいたしません。ただし、法令の要求に基づき開示しなければなら

ないものについては、この限りではありません。 

 

（約款の変更） 

第 18 条 当試験所は申込者の承諾を得ることなく、本約款の内容を改訂することができるもの

とします。 

２．本試験所は本約款を改訂する際、当試験所所定の方法により申込者に告示します。本約款を

改訂した際の効力は、当試験所が前項により告示した改訂日から生じるものとします。 

 

（協議） 

第 19 条 本約款に定めのない事項が発生、または本約款に定める事項の解釈により疑義が生じ

た場合は、双方で誠意をもって協議の上解決するものとします。 

 

(合意管轄) 

第 20 条 本約款および個別契約その他試験依頼から生じる紛争については、東京地方裁判所ま

たは東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 

 

（附則） 平成６年４月１日から施行改訂。  

（附則） 平成６年６月 28 日改訂。  （附則） 平成６年 12 月２日改訂。  

（附則） 平成７年４月１日改訂。  （附則） 平成７年 12 月１日改訂。  

（附則） 平成８年４月１日改訂。  （附則） 平成９年４月１日改訂。  

（附則） 平成 12 年４月１日改訂。  （附則） 平成 13 年５月１日改訂。  

（附則） 平成 15 年４月１日改訂。  （附則） 平成 15 年７月１日改訂。  

（附則） 平成 19 年 10 月１日改訂。 （附則） 平成 21 年 10 月１日改訂。  

（附則） 平成 23 年２月１日改訂。  （附則） 平成 25 年４月１日改訂。  

（附則） 令和２年４月１日改訂。 
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 〔様式１〕 

株式会社 セ レ ス 令和 年 月 日

流速計試験所長 殿 〈申込者〉 印

会 社  名

〒,所在地 〒

電　　 話

氏　　 名

※1

1 ～ 可・否

2 ～ 可・否

3 ～ 可・否

4 ～ 可・否

5 ～ 可・否

6 ～ 可・否

7 ～ 可・否

8 ～ 可・否

9 ～ 可・否

10 ～ 可・否

成績書様式 備　　　　　　考

流速計試験申込書

刻印
※2

※2 用途に応じて、成績書の様式を下記より選び記載して下さい。

№ 流速計番号
希望試験範囲
（m/s～m/s)

流速計種類

様式１（令和2年4月1日改訂）※1 刻印は、流速計に試験番号を表示するものです。必要なら可、不要なら否を○で囲んでください。

◆発電水力流量調査用（経済産業省）
発電 1 ：回転式
発電 2 ：流速表示式

◆河川流量調査用（国土交通省）
河川 1 ：回転式
河川 2 ：流速表示式（係数なし）
河川 3 ：流速表示式（係数あり）

◆『一般調査用』
一般 1 ： 流速表示式
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株式会社 セ レ ス

流速計試験所長 殿 申込者

会 社  名

〒,所在地

電　　 話

氏　　 名
印

1. 使用目的

2. 使用年月日

3. 使用区分

申込欄 区　分 使用時間

全日使用 9時00分～17時00分

午前使用 9時00分～12時00分

午後使用 13時00分～17時00分

時間使用    時    分～   時     分

※該当する申込欄に○印を記入してください 様式２（令和2年4月1日改訂）

運転操作は試験所担当職員が実施します

流速計試験設備の使用を下記のとおり申込みます

記

令和　　年　　月　　日　～　令和　　年　　月　　日

備　　　考

流速計試験設備使用申込書
令和　　　年　　　月　　　日

様

〔様式２〕 
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株式会社 セ レ ス 令和 年 月 日
流速計試験所長 殿 〈申込者〉 印

会 社  名

〒,所在地

電　　 話
氏　　 名

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

様式３（令和2年4月1日改訂）

№ 試験番号 流速計種類 流速計番号 備　　　考試験年月日

流速計試験成績書【再発行申込書】

〒

 

 〔様式３〕 
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〔別紙１〕 

 

試験範囲および試験速度の設定方法 

 

 １．試験範囲 

メーカー仕様の適用範囲内を原則とし、流速計試験申込書に記入して頂いた希望

試験範囲（Ｖmin ｍ/ｓ～Ｖmax ｍ/ｓ）を試験範囲とします。 

 

 ２．試験速度の設定方法 

１試験あたりの試験速度は試験範囲の最小値から最大値までを 14区切りした 15

点に分割した速度で行う。申込者の指定がない限り、それぞれの速度は次式によっ

て決定します。 

 ○ 試験速度 

Ｖi＝Ｖmin＋（Ｖmax－Ｖmin）｛（ｉ－１）／１４｝1.5 

ただし、ｉ＝１～15 

※なお、上記の式で求まる計算値を(mm/sec)の桁(小数点以下 2 桁)で四捨五入

し、各試験速度の設定は(cm/sec)単位の桁（小数点以下 1 桁）で行ないます。 

 

 ３．試験速度の設定例 

（１） 希望試験範囲が 0.04ｍ/ｓ～0.6ｍ/ｓの場合 

Ｖ１（＝Ｖmin）＝0.04ｍ/ｓ Ｖ９ ＝0.28ｍ/ｓ 

 Ｖ２ ＝0.05 Ｖ１０ ＝0.33 

 Ｖ３ ＝0.07 Ｖ１１ ＝0.38 

 Ｖ４ ＝0.10 Ｖ１２ ＝0.43 

 Ｖ５ ＝0.13 Ｖ１３ ＝0.48 

 Ｖ６ ＝0.16 Ｖ１４ ＝0.54 

 Ｖ７ ＝0.20 Ｖ１５（＝Ｖmax）＝0.60 

 Ｖ８ ＝0.24  

（２） 希望試験範囲が 0.20ｍ/ｓ～3.0ｍ/ｓの場合 

Ｖ１（＝Ｖmin）＝0.20ｍ/ｓ Ｖ９ ＝1.41ｍ/ｓ 

 Ｖ２ ＝0.25 Ｖ１０ ＝1.64 

 Ｖ３ ＝0.35 Ｖ１１ ＝1.89 

 Ｖ４ ＝0.48 Ｖ１２ ＝2.15 

 Ｖ５ ＝0.63 Ｖ１３ ＝2.42 

 Ｖ６ ＝0.80 Ｖ１４ ＝2.71 

 Ｖ７ ＝0.99 Ｖ１５（＝Ｖmax）＝3.00 

 Ｖ８ ＝1.19  

以 上   
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〔別紙２〕 

 

試験 デ ー タ 処 理 の適 用 判定基 準  

 

１．適用判定基準は以下の通りです。 

（１）発電水力流量調査用の流速計については、試験速度が 0.1ｍ/ｓ未満では誤差 2.5％以下、

試験速度が 0.1ｍ/ｓ以上では誤差 1.5％以下の条件を満足する試験点が連続して 10 点以上で

あるときに係数が確定するものとし、その連続する試験速度の範囲を適用範囲とします。 

（２）河川流量調査用の流速計については、誤差 5.0％以下の条件を満足する試験点が連続して

10 点以上であるとき、その連続する試験速度の範囲を適用範囲とします。 

 

２．パルス出力回転翼式流速計の係数の算定 

（１）流速計算式 

   Ｖ＝ＡＮ＋Ｂ 

     係数Ａ、Ｂは最小二乗法を用いて次式により求めます。 

Σ
ｖ

ｔ
２

１
Σ

ｖ
ｔ

Ｎ
ｔ

－Σ
ｖ

ｔ
２

Ｎ
ｔ

Σ
ｖ

ｔ

１

Ａ＝

Σ
ｖ

ｔ
２

１
Σ

ｖ
ｔ

２

Ｎ
ｔ

２

－（Σ
ｖ

ｔ
２

Ｎ
ｔ

）２

 

ｔ＝１～ｎ 

Σ
ｖ

ｔ
２

Σ
ｖ

ｔ

１
－Σ

ｖ
ｔ

２

Ｎ
ｔ

Σ
ｖ

ｔ

Ｂ＝

Σ
ｖ

ｔ
２

Ｎ
ｔ

２

Σ
ｖ

ｔ
２

１
－（Σ

ｖ
ｔ

２

Ｎ
ｔ

）２

Ｎ
ｔ

２ Ｎ
ｔ

 

なお、次の（２）で表される誤差が、本約款第 10 条２項に示された発電水力流量調査

用の誤差の基準値を越える試験速度については、これらの係数を求めるためのデータか

ら削除します。 

 
 

（２）誤差および器差計算式   

  〔誤差計算式〕 

ε ＝
Ｖ－ｖ

ｖ
×１００

 

 〔器差計算式〕 

   

δ ＝ Ｖ－ｖ
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ただし、 

ｖ（ｍ/ｓ）：試験速度 

Ｎ（ｒ/ｓ）：試験速度時における流速計の回転翼の回転数 

Ｖ（ｍ/ｓ）：確定した係数を用いて回転数から求めた流速 

ε（ ％ ）：誤差 

δ（ｍ/ｓ）：器差 

ｎ     ：試験点数（ｎ≦15） 

 

３．流速表示式および電圧・電流表示式流速計の係数算定 

（１）流速計算式 

    Ｖ＝ＡＲ＋Ｂ 

    係数Ａ、Ｂの算定は第６条３項(1)と同様の計算式を用います。 

（２）誤差および器差計算式 

〔誤差計算式〕 

ε ＝
Ｖ－ｖ

ｖ
×１００

 

〔器差計算式〕 

δ ＝ Ｖ－ｖ
 

ただし、 

ｖ（ｍ/ｓ）：試験速度 

Ｒ（ｍ/ｓ、Ｅまたは mA）：試験速度時における流速計の指示値 

Ｖ（ｍ/ｓ）：確定した係数を用いて指示値から求めた流速 

ε（ ％ ）：誤差 

δ（ｍ/ｓ）：器差 

ｎ     ：試験点数（ｎ≦15） 

以上 
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〔別紙 3－１〕 

「流速計試験成績書の分類」 

 

区分名 様式名 流速計種類 
誤差/ 

器差表示 
係 数 

適用判定基準(適

用範囲) 

発電水力流量調査用 

(経済産業省) 

発電１ 回転式 

誤差 あり 

1.5／2.5％ 

発電２ 流速表示式 

河川流量調査用 

(国土交通省) 

河川１ 回転式 

５％ 河川２ 

流速表示式 

器差 なし 

河川３ 誤差 あり 

一般調査用 一般１ 器差 なし なし 
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流速計試験成績書の分類

回転式流速計
（パルス出力）

発電水力流量調査用
(経済産業省）

流速表示式および電
圧・電流表示式流速計

発電１　誤差表示
適用範囲表示

発電２　誤差表示
適用範囲表示

回転式流速計
（パルス出力）

流速表示式および電
圧・電流表示式流速計

河川流量調査用
（国土交通省）

河川３　誤差表示
適用範囲表示

河川２　器差表示
適用範囲表示

河川１　誤差表示
適用範囲表示

流速表示式および電
圧・電流表示式流速計

一般１　器差表示一般調査用

  

※適用範囲：誤差 5%以下を満足する試験点が、連続して 10 点以上である範囲 

※発電１と２ 、河川１と３（誤差表示）：試験速度と流速計出力の一次回帰式の係数を求め、この係数に

より流速計出力を補正する 

河川２、 一般１（器差表示）：係数を求めない。（補正なし） 

※適用範囲：試験速度 0.1ｍ/ｓ未満では誤差 2.5%以下、0.1ｍ/ｓ以上では誤差 1.5%以下を満足す

る試験点が、連続して 10 点以上である範囲 

〔別紙３－２〕 
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用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４版とする。 

発電水力流量調査用

測 定 番 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

①試験速度 （ｍ/ｓ）

②流速計回転翼
　の回転数（回転/ｓ）

③確定した係数と回転数から
　求められる流速 （ｍ/ｓ）

④誤差 　　　　　×100（％）

　※適用範囲：試験速度0.1m/s未満では誤差2.5%以下、0.1m/s以上では誤差1.5%以下を満足する試験点が、連続して10点以上である範囲

　　（発電水力流量測定規則の解釈第3条3項）

発電 １

流  速  計  試  験  成  績  書

　※本成績書の適用範囲は、河川流量調査用にも適用できる 試験実施者

東京都狛江市岩戸北2-11-1 電話 03-3480-0611

株式会社 セ レ ス

流 速 計 試 験 所 長

③-①
①

流速計の種類 試験番号

流速計の番号 試験年月日 令和 年 月 日

申請者名 有効期限 令和 年 月 日

適用範囲： ｍ/ｓ から ｍ/ｓ まで

上記流速計の係数試験成績は、下記のとおりである

ただし、Vは流速（ｍ/ｓ）、Nは流速計回転翼の回転数（回転/S)

V  ＝ A N ＋ B

発電水力流量調査用

測 定 番 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

①試験速度 （ｍ/ｓ）

②流速計の指示値
　（ｍ/ｓ、電圧、電流）

③確定した係数と指示値から
　求められる流速 （ｍ/ｓ）

④誤差 　　　　　×100（％）

　※流速計の指示値は平均値

　※適用範囲：試験速度0.1m/s未満では誤差2.5%以下、0.1m/s以上では誤差1.5%以下を満足する試験点が、連続して10点以上である範囲
　　（発電水力流量測定規則の解釈第3条3項）

発電 ２

流  速  計  試  験  成  績  書

　※本成績書の適用範囲は、河川流量調査用にも適用できる
試験実施者

東京都狛江市岩戸北2-11-1 電話 03-3480-0611

株式会社 セ レ ス

流 速 計 試 験 所 長

③-①
①

適用範囲： ｍ/ｓ から ｍ/ｓ まで

上記流速計の係数試験成績は、下記のとおりである

ただし、Vは流速（ｍ/ｓ）、Ｒは流速計の指示値（ｍ/ｓ、電圧、電流）

V  ＝ A R ＋ B

流速計の種類 試験番号

流速計の番号 試験年月日 令和 年 月 日

申請者名 有効期限 令和 年 月 日
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用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４版とする。 

河川流量調査用

測 定 番 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

①試験速度 （ｍ/ｓ）

②流速計回転翼
　の回転数（回転/ｓ）

③確定した係数と回転数から
　求められる流速 （ｍ/ｓ）

④誤差 　　　　　×100（％）

  ※適用範囲：誤差５％以下を満足する試験点が、連続して10点以上である範囲

河川 １

流  速  計  試  験  成  績  書

試験実施者

東京都狛江市岩戸北2-11-1 電話 03-3480-0611

株式会社 セ レ ス

流 速 計 試 験 所 長

③-①
①

適用範囲： ｍ/ｓ から ｍ/ｓ まで

上記流速計の係数試験成績は、下記のとおりである

ただし、Vは流速（ｍ/ｓ）、Nは流速計回転翼の回転数（回転/ｓ)

V  ＝ A N ＋ B

流速計の種類 試験番号

流速計の番号 試験年月日 令和 年 月 日

申請者名 有効期限 令和 年 月 日

河川流量調査用

測 定 番 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

①試験速度 （ｍ/ｓ）

②流速計の指示値
　（ｍ/ｓ、電圧、電流）

③器差 ②-① （m/s)

　※流速計の指示値は平均値

河川 ２

流  速  計  試  験  成  績  書

試験実施者

東京都狛江市岩戸北2-11-1 電話 03-3480-0611

株式会社 セ レ ス

流 速 計 試 験 所 長

※適用範囲：誤差５％以下を満足する試験点が、連続して10点以上である範囲

適用範囲： ｍ/ｓ から ｍ/ｓ まで

上記流速計の試験成績は、下記のとおりである

流速計の種類 試験番号

流速計の番号 試験年月日 令和 年 月 日

申請者名 有効期限 令和 年 月 日
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用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４版とする。 

河川流量調査用

測 定 番 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

①試験速度 （ｍ/ｓ）

②流速計の指示値
　（ｍ/ｓ、電圧、電流）

③確定した係数と指示値から
　求められる流速 （ｍ/ｓ）

④誤差 　　　　　×100（％）

 ※流速計の指示値は平均値

 ※適用範囲：誤差５％以下を満足する試験点が、連続して10点以上である範囲

河川 ３

流  速  計  試  験  成  績  書

試験実施者

東京都狛江市岩戸北2-11-1 電話 03-3480-0611

株式会社 セ レ ス

流 速 計 試 験 所 長

③-①
①

適用範囲： ｍ/ｓ から ｍ/ｓ まで

上記流速計の係数試験成績は、下記のとおりである

ただし、Vは流速（ｍ/ｓ）、Ｒは流速計の指示値（ｍ/ｓ、電圧、電流）

V  ＝ A R ＋ B

流速計の種類 試験番号

流速計の番号 試験年月日 令和 年 月 日

申請者名 有効期限 令和 年 月 日

一般調査用

測 定 番 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

①試験速度 （ｍ/ｓ）

②流速計の指示値（ｍ/ｓ）

③器差 ②-① （ｍ/ｓ）

　※流速計の指示値は平均値

一般 １

流  速  計  試  験  成  績  書

試験実施者

東京都狛江市岩戸北2-11-1 電話 03-3480-0611

株式会社 セ レ ス

流 速 計 試 験 所 長

上記流速計の試験成績は、下記のとおりである

流速計の種類 試験番号

流速計の番号 試験年月日 令和 年 月 日

申請者名 有効期限 令和 年 月 日

※本成績書は、発電水力流量調査用、河川流量調査用における流速計の適用範囲を示すものではありません


